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ニ
ュ
ー
ス

講
座
・
教
室

募
　
　
集

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

障
害
児
・
者
の
相
談
支
援
事

業
に
つ
い
て　

　

障
害
の
あ
る
方
や
そ
の
ご
家
族

な
ど
か
ら
の
様
々
な
相
談
窓
口
と

し
て
、
町
で
は
、
随
時
相
談
を
受

け
付
け
て
い
る
ほ
か
、
次
の
町
内

外
５
事
業
所
に
相
談
支
援
事
業
を

委
託
し
、
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

各
相
談
支
援
事
業
所
で
は
、
相

談
支
援
専
門
員
が
日
々
の
暮
ら
し

の
中
で
の
困
り
ご
と
や
悩
み
ご
と
、

仕
事
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
電

話
や
窓
口
で
相
談
を
お
伺
い
し
、

必
要
な
情
報
の
提
供
・
助
言
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
援
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
調
整
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
相
談
支
援
専
門
員
と
は

・
障
害
の
あ
る
方
や
そ
の
家
族
か

ら
の
相
談
に
応
じ
、
助
言
や
関

係
機
関
と
の
連
絡
調
整
な
ど
の

必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
障
害
者
総
合
支
援
法
・
児
童
福

祉
法
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
等
利

用
計
画
を
作
成
し
、
サ
ー
ビ
ス

の
計
画
的
利
用
、
生
活
の
質
の

向
上
に
向
け
た
支
援
を
行
い
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

☎
８
９
３-

３
８
１
０

お
知
ら
せ

障
害
医
療
費
受
給
者
証
の
更

新
に
つ
い
て　

　

毎
年
６
月
は
、
障
害
医
療
費
受

給
者
証
の
更
新
時
期
で
す
。
現
在

お
持
ち
の
受
給
者
証
は
、
一
部
を

除
き
有
効
期
限
が
６
月
末
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
更
新
の
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
更
新

の
対
象
者
に
は
６
月
上
旬
に
申
請

書
を
送
付
す
る
予
定
で
す
の
で
、

必
要
書
類
を
ご
用
意
の
上
、
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
、

療
育
手
帳
Ａ
１
～
Ｂ
１
に
該
当
す

る
方
で
、

①
平
成
28
年
６
月
末
の
有
効
期
限

の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

②
手
帳
新
規
交
付
の
際
に
課
税
世

帯
及
び
昨
年
課
税
世
帯
に
よ
り

対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
方
で
、

平
成
28
年
度
町
県
民
税
非
課
税

世
帯
と
な
っ
た
方

※
た
だ
し
、
身
体
障
害
者
手
帳
３

級
、
療
育
手
帳
Ｂ
１
に
該
当
す

る
方
は
、
本
人
所
得
２
０
０
万

円
以
下
で
あ
る
方

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑
（
認
め
印
可
）

・
健
康
保
険
証

・
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手

帳
・
所
得
課
税
証
明
書

　

（
平
成
28
年
１
月
２
日
以
降
に

転
入
さ
れ
た
方
の
み
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

　

（
通
知
カ
ー
ド
の
持
参
及
び
番

号
の
記
入
が
な
く
て
も
受
付
し

ま
す
。）

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

障
害
者
相
談
会
に
つ
い
て

　

知
的
障
害
者
相
談
員
・
精
神
障

害
者
相
談
員
に
よ
る
交
流
・
相
談

会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

生
活
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
身
体
障
害
者
相
談
員
へ
の
ご
相

談
は
各
相
談
員
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▼
相
談
日

　

第
２
月
曜
日

▼
相
談
時
間

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▼
場
所

　

あ
っ
た
か
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

事業所名（住所） 対象 電話番号 営業日など
指定特定相談支援事業所なのはな
（いの町６０３２番３） 障害者 ☎850-4950 月～金曜日　8：30～17：30

（土、日、祝日及び年末年始を除く。）

指定特定相談支援事業所「ら・ら・ら」
（いの町６０３２番３） 障害者 ☎893-6411 月～金曜日　8：00～17：00

（土、日及び年末年始を除く。）
障害者福祉サービスセンター 
ウェーブ相談支援事業所
（高知市愛宕町１丁目4番15号）

障害者 ☎820-1221 月～金曜日　8：30～17：00
（土、日、祝日及び年末年始を除く。）

グッドサポート
（いの町1700番地） 児　童 ☎821-7288 月～金曜日　9：00～18：00

（土、日、祝日及び年末年始を除く。）

相談支援センターひだまり
（いの町社会福祉協議会吾北支所内） 障害者 ☎867-2820 月～金曜日　8：30～17：15

（国民の祝日、年末年始を除く。）

○ 身体障害者相談員
氏　名 住　　　所 電話番号

片岡　卓宏 いの町4207 ☎ 892－0008
深見　三男 　〃　415-3 ☎ 893－3669
隅田　清明 　〃　上八川甲1819-1 ☎ 867－2567

窪添ケサミ 　〃　小川東津賀才238-1
リバーサイド津賀才203 ☎ 867－2563

○ 知的障害者相談員
氏　名 住　　　所 電話番号

土居佐代子 いの町1747 ☎ 892－0877

○ 精神障害者相談員
氏　名 住　　　所 電話番号

筒井　周子 いの町旭町85 ☎ 892－3177

◆  障害者相談員について  ◆
町が委嘱した相談員が、自らの経験をいかして障害のある人やその家族の相談に応じています。お気軽にご相談ください。


